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平成２９年黒石市教育委員会第１１回定例会会議録 

 

日 時 及 び 場 所  平成２９年１１月２８日（火）午後１時３０分 黒石市教育委員会 会議室 

   

会 議 出 席 委 員  教育長  山 内 孝 行 

          １ 番  鈴 木 美 香 

          ２ 番  駒 井 順 一 

          ３ 番  村 上 良 子 

          ４ 番  宇 野 元 雄 

 

会 議 欠 席 委 員  なし 

 

説明のために出席した者の職氏名 

  教 育 部 長  成 田 秀 範 

  指 導 課 長  佐 藤 正 徳 

   学 校 教 育 課 長  藤 田 克 文 

  社 会 教 育 課 長  駒 井 昭 雄 

         文化スポーツ課 長  村 上 誠 明 

  学校教育課長補 佐  西 塚   啓 

  学校教育課総務係長  須 藤 亜貴子（書記） 

 

会議に付した案件 

第１ 会議録の承認 

第２ 会期の決定 

第３ 会議録署名委員の指名 

第４ 教育長等の報告 

第５ 議案第６９号 黒石市高校生ボランティア表彰審査会委員の委嘱について 

第６ 議案第７０号 黒石市高校生ボランティア表彰審査会委員の委嘱について 

第７ 議案第７１号 黒石市高校生ボランティア表彰審査会委員の委嘱について 

第８ 議案第７２号 黒石市高校生ボランティア表彰審査会委員の委嘱について 

第９ 議案第７３号 黒石市高校生ボランティア表彰審査会委員の委嘱について 

第１０ 議案第７４号 黒石市高校生ボランティア表彰審査会委員の委嘱について 

第１１ 議案第７５号 黒石市高校生ボランティア表彰審査会委員の委嘱について 

第１２ 議案第７６号 平成２９年第４回黒石市議会定例会に提出する議案に対する意見につい

て 

第１３ 議案第７７号 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員

に係る懲戒処分等について 

第１４ 議案第７８号 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員

に係る懲戒処分等について 

 

会 議 の 顛 末 

 

開会宣告（午後１時３０分） 



－2－ 

 

第１ 会議録の承認 

 

 平成２９年黒石市教育委員会第１０回定例会の会議録については、全員異議なく、原文を承認す

る。 

 

 

第２ 会期の決定 

 

  会期については、平成２９年１１月２８日の１日とすることで、委員全員異議なく、決定する。 

 

 

第３ 会議録署名委員の指名 

 

  教育長が「駒井順一委員」を指名する。 

 

 

第４ 議事前報告 

  

 １ 教育長が専決した課長補佐級以下の職員相当と考えられる非常勤職員について 

 

  黒石市特別支援教育支援員１人（前任者退職によるもの）について報告。 

 

 

日程第１２は意思形成過程情報、日程第１３から１４は人事案件のため秘密会にしたい旨教育長か

ら発議があり、委員全員異議なく、これを可決する。 

 

 

第５  議案第６９号 黒石市高校生ボランティア表彰審査会委員の委嘱について 

 

 教育部長が資料に基づき説明し、審議に入り、吉田安宏（黒石市社会教育委員）について全員異

議なく原案を可決する。 

 

 

第６  議案第７０号 黒石市高校生ボランティア表彰審査会委員の委嘱について 

 

 教育部長が資料に基づき説明し、審議に入り、工藤都姫子（青森県青少年健全育成推進員）につ

いて全員異議なく原案を可決する。 

 

 

第７  議案第７１号 黒石市高校生ボランティア表彰審査会委員の委嘱について 

 

 教育部長が資料に基づき説明し、審議に入り、小野隆司（学識経験者）について全員異議なく原
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案を可決する。 

 

 

第８  議案第７２号 黒石市高校生ボランティア表彰審査会委員の委嘱について 

 

 教育部長が資料に基づき説明し、審議に入り、田中昭一（学識経験者）について全員異議なく原

案を可決する。 

 

 

第９  議案第７３号 黒石市高校生ボランティア表彰審査会委員の委嘱について 

 

 教育部長が資料に基づき説明し、審議に入り、鳴海勝文（黒石市社会福祉協議会役員）について

全員異議なく原案を可決する。 

 

 

第１０ 議案第７４号 黒石市高校生ボランティア表彰審査会委員の委嘱について 

 

 教育部長が資料に基づき説明し、審議に入り、久保田稔（黒石市子ども会育成連合会役員）につ

いて全員異議なく原案を可決する。 

 

 

第１１ 議案第７５号 黒石市高校生ボランティア表彰審査会委員の委嘱について 

 

 教育部長が資料に基づき説明し、審議に入る。 

 

 宇野委員  委嘱する者の中に、適用区分第２号黒石市公民館運営審議会委員がいないのは、何

か理由があるのか。 

 社会教育課長  社会教育法では「公民館に公民館運営審議会を置くことができる。」とあり、

当市においては社会教育委員が業務を兼務していることから、現在のところ黒石市公

民館運営審議会を置いていないため入っておりません。適用区分第２号につきまして

は、規則の改正を含め検討したいと思います。 

 

 工藤清行（学識経験者）について全員異議なく原案を可決する。 

 

 

 公開審議を終了し、秘密会に移る。 

 

 

公開終了（午後１時４６分） 
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 黒石市教育委員会会議規則（平成２５年黒石市教育委員会規則第１号）第１８条の規定

に基づき作成した平成２９年黒石市教育委員会第１１回定例会の会議録について、同規則

第２０条の規定による承認を受けたので、同規則第２１条の規定に基づき、ここに署名す

る。 

 

 

平成２９年１２月２５日 

 

 

黒石市教育長   （山 内 孝 行）  

 

 

黒石市教育委員   （駒 井 順 一）  

 


